
めてのことである。さらに投資的経費を，国から補

助金の交付を受けて行なう補助事業と市の財源で行

なう単独事業とに分けてみると，補助事業費の構成

比は16％で39年度に対してわずかに高くなってい

る。これに反し，単独事業費は39年に比べ，その構

成比は急激に落ちている。したがって，投資的経費

の減少は単独事業費の減少によるものであるといえ

る。これは，国の景気回復策に応じて，補助事業を

優先的に消化せざるをえなかったこと，他方では税

収の伸びなやみによって，単独事業にふりむける財

源が減少したことか示している。

つぎに，義務的経費と投資的経費の伸びをみると，

30年度を基準にした指数では，義務的経費が329で

約３倍に伸び，投資的経費は759で約８倍に伸びて

いる。とくに，投資的経費のうち単独事業費の伸び

が著しく，その指数は1,440となって、30年度の約

14倍に伸びている。これに反して，補助事業費は，

その指数で433で，約４倍の伸びにとどまっている。

このことは、30年以降の経済成長にともなう社会資

本の整備，都市化にともなう公共施設の整備のため

の財政需要がいかに大きかったかを示すと同時に，

増大する財政需要のほとんどが，単独事業として市

費でもってまかなわれてきたことを示している。

＜急増する財政需要＞ 大都市財政の構造的

な危機は,ますます深刻になってきた。都市化と工

業化によって増大する財政需要をまかなうには，現

行の地方税財制度のもとでは，その限界を越えるよ

うになってきたのである。財政需要と財政収入との

間のギャップはますます大きくなる一方である。こ

のため，6大都市の40年度の実質収支赤字額は38億

円に達し、41年度から45年度末までの５年間の累積

赤字額は、3,691億の巨額に達するものと見込まれ

ている。

それでは，横浜市の増大する財政需要とこれをまか

なう財政収入の問題点をみていくことにしよう。ま

ず財政需要の面からみると，既成市街地の再開発や

開発の進む郊外地の整備など，巨額の資金が必要で

ある。このうち，マヒした都市機能の回復や立ちお

くれた公共施設の整備など，緊急に手をつけなけれ

ばならない公共投資額だけでも，地方財政の能力を

こえるほど大きな額にのぼっている。41年度から45

年度までに緊急に整備しなければならない公共施設

に対する投資額をみると、1,698億円というぼう大

な額にのぼっている。その主なものは，道路整備

448億円，下水道建設275億円，港湾整備293億円､

(41年度～45年度)
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■表2－1－12　主要緊急公共投資計画

④ 大都市財政の危機と赤字の原因



■表2－1－13　一般財源の充当内容と財源不足の状況 （41年度～45年度）

学校建設整備202億円，清掃施設整備90億円，住宅

建設91億円，民生保健施設整備128億円などとなっ

ている。これらの財源は，税金などの一般財源や国

の補助金などでまかなわれるが，市債を含めた市費

は1,259億円が見込まれており，そのうち市債が547

億円あてられている。ところが，現行の税財政制度

のままだとすれば，税収の伸びがあまり期待でき

ず，必要とされる一般財源712億円のうち328億円し

か見込まれていない。残りの384億円は自主財源の

拡充や補助事業にともなう超過負担の問題が解決さ

れないかぎり，赤字になることは必至である。

このような財政需要の増大と一般財源の伸びなやみ

による財政構造の悪化に加えて，大都市財政の需要

を大きくさせる特殊な態容としてつぎのものがあげ

られている。その第１は大都市の特例にもとずく事

務費，第２には美術館や体育館など都市圏の母都市

として要請される施設の整備運営費，第３には交通

事情，公害対策，都市底辺に滞留する低所得階層対

策など他の小都市に比べて割高につく事業費などで

ある。これを40年度の経費についてみると、133億円

に達している。これは都市の規模が大きくなれば，

それは単なる量的な増大ばかりでなく，都市の機能

が質的に変化し，これにともなって大都市の行政も

質的な転換をとげてくることを意味している。

つぎに横浜市の財政負担をさらに重くするものとし

て郊外地の急速な都市化と港湾の管理維持をあげな

ければならない。郊外地の都市化にともなう財政負

担の一例として，「田園都市」の場合についてみる

と，41年度から50年度までに整備しなければならな
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■表2－1-14　大都市における義務的経費の特殊な態容の例

(昭和40年度)



い学校，道路，水道などの公共施設の整備費は,152

億円が見込まれている。ところが，その地域からあ

がってくる税収は72億円で，必要経費の４７％にすぎ

ず、80億円の市費が持ち出しとなっている。

このような収支のバランスを港湾費についてみる

と、40年度決算で一般会計（本牧関連産業用地造成

費を除ぐ）と特別会計の港湾整備事業費を合せた事

業費は，総額で41億6,400万円となっている。その

財源は，使用料・手数料収入７億4,100万円，市債

15億2,300万円，一般財源11億1,900万円，その他

　（繰越金，諸収入，補助金など）7億8,100万円で

まかなわれている。その財源構成でもっとも多いの

が市債であり，ついで一般財源となっている。国の

補助金は, 1億4,200万円で事業費の3％にすぎな

い。また手数料・使刑料収入は18％で，経常経費を

まかなうこともできない。このため１１億円の一般財

源（税金）を投じて港湾を維持しているが，その財

政負担ははかりしれない重みをもって他の事業費を

圧迫している。

■表2-1－15　40年度港湾事業財源内訳

一つぎに財政需要をまかなうべき財政収入の問題

点についてみることにしよう。まず，市税収入の伸

びについてみると、30年に対する歳出の伸びは464

であるが，市税収入の伸びは442ではるかに歳出の

伸びを下まわっている。とくに37年度以降の市税の

伸びは鈍化する傾向をみせている。そのため，財

政需要と財政収入との開きは大きくなるばかりであ

る。

　このような財政需要と財政収入どのギャップが大

きくなる根本的原因が，国と市との税源配分にある

ことはいうまでもない。人口，生産，所得などが大

都市に集中しても，それが大都市の税収の伸びに反

映されないのである。たとえば、39年の横浜市内の

出荷額の伸びは，29年に対して約6倍に伸びたが，

市税収入の伸びは，約４倍の伸びにとどまってい

る。

経済活動の成果が，市税収入にどのように反映して

いるのか，市民税と固定資産税について，かんたん

にみておこう。 30年度を基準にした市民税収入の指

数は578で６倍近くに伸び，その構成比も30年度の

32％から40年度の43％と大きくなっており，市民分

配所得の伸びが大きかったことを示している。これ
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港湾の機能が，国民済経上ぽかりでなく，国際交易

上の機能をはたすものだとすれば，もっと国家の財

政的な配慮がなされてしかるべきである。また，そ

の維持管理に要する経費は，港湾を利用する者が手

数料・使用料として負担すべきものであるとすれ

ば，いまの使用料・手数料収入はあまりにも少なす

ぎるといわなければならない。

＜伸びなやむ財政収入一税財政制度の問題点＞

財政



■表2－1－16 市民税と固定資産税の推移（指数）

を個人と法人に分けると，個人が6倍に伸びたのに

対して法人は５倍の伸びである。また，その市税収

入に占める構成比をみると，個人が32％に達してい

るのに対して，法人はわずかに11％にすぎない。市

民税の担い手はサラリ-マンなどの個人であるとい

える。

これを30年度から35年度までの５年間と35年度から

40年度までの５年間に分けて，個人と法人の伸びの

推移をみるとそれぞれの特徴がはっきりする。つま

り，個人は30年度から35年度までの伸びはきわめて

小さく，高度経済成長の恩恵を受けるまでにいたっ

ていない。その指数は141で５年間でようやく１倍

半に伸びたが，その構成比は30年度の23％から35年

度には18％とかえって低下している。ところが35年

度から40年度の伸びをみると，5年間で４倍強にの

びている。しかもその構成比は35年度の18％から40

年度の32％と市税収入の３割を占めるにいたってい

る。

他方，法人分の推移をみると、30年度から35年度

までの伸びは３倍強で，とびぬけて大きく，その構

成比も30年度の9％から35年度には16％と驚異的な

■図2－1－6　市民税と固定資産税の構成比推移

上昇をみせている。高度成長の利益を企業が先取り

したためであろう。ところが、35年度から40年度の

伸びをみると，この５年間に１倍半にしか伸びてい

ない。その構成比も11％と30年度の位置まで落ちて

いる。個人の推移とは全く対称的な動きをみせてい

る。

これはどのように解釈すべきか。まず，不況の影

響は法人の方がより深刻であったということはいえ

るだろう。他方ではまた，企業の自己資本充実のた

めにとられた国の政策，つまり償却の定率法の採用

（35年），償却期間の短縮（36年度に平均20％短縮，

39年度15％短縮）などのために利潤にまわるべきも

のが内部に留保され，みかけ上の収益率の低下があ

った。これにともなって，法人税割の伸びも鈍化せ

ざるをえない。また，法人税割の税率が一定（8.1

％）であるということも，その伸びを鈍化させてい

る大きな原因である。　　　　　　　　　　　　　’

このようなことは，固定資産税についてもいえるこ

とである。土地や家屋にかかる税収の伸びなやみ
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は，課税標準価格が低くおさえられているためで，

売買価格の実勢が税収に反映されていない。また，

償却資産については，さきにふれた償却の定率法の

採用と償却期間の短縮がなされたために課税標準価

額が急速に低下していく。また他方では，変電施設

や企業合理化資産などに対する減免規定，たとえば

発電や変電の用に供する家屋や償却資産の課税評価

額を，はじめの５年間は評価額の１／３の価格に引き下

げ，つぎの５年間は２／３まで引き下げるという規定の

ために，旺盛な設備投資の成果が税収に反映されて

いないということである。

大都市財政の危機を深めている原因が，国と地方を

通ずる税源配分のアンバランスにあることはいうま

でもないが，さらに地方交付税や補助金など地方財

政に対する財源保障制度にも多くの問題を含んでい

る。

まず地方交付税の問題についてみると，地方交付税

制度はナショナルミニマムの行政の遂行を可能にす

るということが趣旨であることから，基準財政需要

額を算定する要素が静態的で，とくに大都市の動態

的な実態に即応していない。大都市の特殊性が反映

されていないのである。39年度決算について，国で

算定している基準財政需要額と実際に使った一般財

源とのくい違いをみると，そのくい違いの額つまり

算入不足額は31億7,300万円にも達している。さら

に国の基準財政需要額の算定要素には考慮されてい

ないが，大都市の特殊事情のために支出を余儀なく

されている一般財源は，じつに54億4,100万円にも

のぼっている。この２つを合せた金額88億5,800万

円が財源保障の不足額となって市の財政を圧迫して

いることになる。

つぎに補助金の問題である。まず，個々の事業が各

省ばらばらに細分され，なんの横の連絡もないまま

に補助金が交付される。そのために大都市の増大す

■表2－1－17　基準財政需要額と一般財源所要額との比較（昭和40年度）
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■表2－1－18 単位あたり超過負担額の例（40年度）

る財政需要を実情に即して充足するということから

はほど遠くかけはなれている。しかも補助事業の基

準や単価が，低くおさえられているために，多額の

超過負担を強いられている。たとえば小学校校舎の

建設費に対しては，国が1／2を補助することになって

いるが，補助基準が実情に合わず，その実質的な負

担率は40％に過ぎない。もっとひどいことには，用

地費は全く補助の対象にはされていない。また１種

耐火建て住宅の建築費は，1戸当り99万2,000円に

しか見積られていないが，実際には129万1,000円が

かかっている。このような超過負担のために，持ち

出した市費は，40年度の主なものだけでも38億900

万円の巨額に達しており，市の財政を大きく圧迫し

ている。

さらに，大都市については差別的な補助率が適用さ

れている。たとえば，下水道建設事業をはじめ，河

川，海岸の高潮対策，工業用水道の建設事業などの

補助金は，一般の都市では2／3～１／４の補助率である

が，大都市では１／５～１／10という低率で差別扱いを受け

ている。さらに地方債を発行するには、国の許可を
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受けなければならないという制限があり，必要な財

源をまかなうのに借金する自由も与えられていな

い。国直轄事業については，市の立場からみれば，

さほど緊急性がなくても，国が直轄事業として行な

えば，それに対する市の分担金を支払わなければな

らないということがある。

いままでみてきたように，大都市の財政需要は増大

するばかりであるが，現行の税財政制度のもとで

は，増大する財政需要をまかなうことはできなくな

っている。大都市財政の健全化を図るためには，ま

ず自主財政の拡充がはかられなければならない。そ

のためには，大都市に都市的税目を賦与することで

ある。つぎには，地方財政を圧迫している超過負担

の解消や，地方交付税制度の改善などをはかってい

かなければならないだろう。
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